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（仮称）池田市バリアフリーマスタープランについて 

1-１ 計画策定の背景と目的 

本市においては、平成 18（2006）年 3 月に、当時施行されていた、高齢者、身体障害者等の公共交通
機関を利用した移動円滑化の促進に関する法律（平成 12 年法律第 68 号。通称「交通バリアフリー法」）に
基づき、池田市バリアフリー基本構想（以下「バリアフリー基本構想」という。）を策定し、道路・旅客施設等の
バリアフリー化や、心のバリアフリーなどについて取り組んできました。 
しかし、社会情勢の変化とともに、建物も含めたバリアフリー化の推進や、中長期的にバリアフリー化を図るべき
区域の再検討、身体障がい者だけでなく精神障がい者や妊産婦、外国人など対象者の多様化などが求められる
ようになり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号。通称「障害者差別
解消法」）や、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律（平成 30
年法律第 100 号。通称「ユニバーサル社会実現推進法」）の公布・施行など、近年、障がい者等を取り巻く環
境が大きく変化しています。 
これらを受け、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号。以
下「バリアフリー法」という。）が平成 30（2018）年５月に改正され、バリアフリーのまちづくりに向けた地域にお
ける取組強化の一つとして、市町村がバリアフリー方針を定めるマスタープラン制度が創設されたことを受け、このた
び、本市におけるバリアフリーのまちづくりに向けた方針を示すため、「（仮称）池田市バリアフリーマスタープラン」を
策定することとしました。 

1-２ 計画の位置づけ 

移動等円滑化の促進に関する方針（移動等円滑化促進方針）
バリアフリー法第 24 条の 2 第１項に、「市町村は、基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村
の区域内の移動等円滑化促進地区について、移動等円滑化の促進に関する方針（以下「移動等円滑化促
進方針」という。）を作成するよう努めるものとする。」と定められています。 
（仮称）池田市バリアフリーマスタープランは、バリアフリー法に基づく移動等円滑化促進方針（以下「マスタ
ープラン」という。）であり、市全体のバリアフリーに関する方針を明確にし、考え方を共有するために作成するもの
であり、これまでの駅周辺の重点整備地区（下図青色）の取組に加え、高齢者や障がい者等の利用施設が
集まる地区の面的・一体的なバリアフリー化の方針を示すものです。 

図 1-1 マスタープランイメージ  
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マスタープランとバリアフリー基本構想の関係 
以下に、マスタープランと、バリアフリー基本構想の関係を示します。 

図 1-2 マスタープランとバリアフリー基本構想の関係 

マスタープランの位置づけ 
マスタープランは、市域全体のバリアフリーの方針を示すもので、都市計画等との調和が保たれたものでなけれ
ばならないとされており、また、具体事業の調整が可能な地区においては、重点整備地区としてバリアフリー基本
構想の策定に繋げていくものです。 
加えて、本市の最上位計画である総合計画や、福祉、子育て、環境、防災等の計画においてもバリアフリーに
関する取組、施策が定められており、多様な分野と連携・整合した計画として位置づけます。 

図 1-3 マスタープランの位置づけ 

移動等円滑化促進方針
（マスタープラン）

〇市域全体のバリアフリーの方針を示す
■記載事項
・移動等円滑化促進地区の位置及び区域
・生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらに
おける移動等円滑化の促進に関する事項
・移動等円滑化促進地区における移動等円滑化
の促進に関する基本的な方針 等
■作成することによる効果
〇移動等円滑化促進地区で旅客施設の建設・道
路の新設その他の行為を行う場合、市町村への
届出が必要
〇公共交通事業者・道路管理者は、バリアフリー
マップに必要な情報の提供義務
〇道路及び鉄道駅におけるバリフリ化に関する交付
金・補助金等の重点配分 等

移動等円滑化基本構想
（バリアフリー基本構想）

〇重点整備地区の具体的な整備事業を位置づけ
■記載事項
・重点整備地区の位置及び区域
・生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにお
ける移動等円滑化に関する事項
・生活関連施設、特定車両、生活関連経路を構成
する一般交通用施設について実施すべき特定事業
等
・併せて実施する土地区画整理事業や市街地再開
発事業等に関し考慮すべき事項・必要な事項等
■作成することによる効果
〇バリアフリー整備にあたり、地方債の特例や公共施
設等適正管理推進事業債の活用が可能
〇道路及び鉄道駅におけるバリフリ化に関する交付
金・補助金等の重点配分 等

事業者とのやりとり
を通じて、具体の
事業に関する調整
の目途が立った段
階において基本構
想へ移行

（仮称）池田市バリアフリー
マスタープラン

池田市都市計画
マスタープラン

池田市立地適正化計画

池 田 市 総 合 計 画

池田市障害者計画
池田市障害者福祉計画
池田市障害児福祉計画

池田市地域福祉計画

池田市高齢者福祉計画
・介護保険事業計画

池田市子ども・子育て
支援事業計画

池田市新環境基本計画

池田市まち・ひと・しごと
創生総合戦略

池田市住宅マスタープラン
池田市国民保護計画

その他市関連計画

調和

連携・整合
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上位計画・関連計画等 
総合計画等 
○活力があり、みんながいきいきと暮らせるまちづくり等に向け、駅周辺や道路のバリアフリーに加え、民
間施設も含めたユニバーサルデザインや、外国人に配慮した環境づくり等が、幅広く位置づけられて
います。 

«第６次池田市総合計画» 

«池田市まち・ひと・しごと創生総合戦略» 
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都市計画 
○各拠点の機能を強化しコンパクトな都市構造の形成していくため、高齢者や子育て世代が暮らしや
すい環境や拠点・交流空間の整備を進めることとしています。 

«池田市都市計画マスタープラン» 
▼都市づくりの力点

«池田市立地適正化計画» 
▼めざす都市の骨格構造       ▼誘導施策の考え方 
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福祉政策 
○障がい者が外出しやすいまちづくりに加えて、外出支援の充実や社会参加の促進なども求められて
います。 

«第 5期池田市障害者計画・第 5期池田市障害福祉計画・第 1期池田市障害児福祉計画» 
▼計画の位置付け                       ▼施策の体系 

«第 3期池田市地域福祉計画»           «第 7 期池田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画»
▼計画の位置づけ

▼施策の体系
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子育て・国民保護
○子育ての場や避難施設等においても、バリアフリー化等を進めていくこととしています。 

«池田市子ども・子育て支援事業計画» 
▼計画の基本理念                 ▼計画の基本目標 

▼次世代育成支援施策の展開 

«池田市国民保護計画» 
▼環境づくりに向けた取組の体系（抜粋） 
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住まい・環境 
○良好な住まいや環境づくりにおいても、高齢者等が暮らしやすいまちづくり、バリアフリーの推進等を進
めていくこととしています。 

«池田市住宅マスタープラン» 
▼計画の基本目標を達成するための成果指標（抜粋） 

«池田市新環境基本計画» 
▼環境づくりに向けた取組の体系（抜粋） 

大阪府福祉のまちづくり条例
概要 
大阪府福祉のまちづくり条例（平成4年大阪府条例第36号）は、バリアフリー法と一体となって、多数の人
が利用する施設のバリアフリー化や使いやすくする配慮を求め、進めていくことを目的としており、建築物の新築・改
築・増築等にあたっては、条例で定める移動等円滑化基準に適合させる必要があります。
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移動等円滑化基準への適合対象 
バリアフリー法第 14 条第 3 項（条例への委任事項）に基づき、特別特定建築物及び建築物移動等円滑
化基準を定めています。適合対象の建築物は下表のとおりです。 

表 1-1 移動等円滑化基準への適合対象となる建築物（種類、規模等）
項 区分 規模 

一 

学校 

すべて（令第 18 条第 1 項各
号に掲げる経路（階と階との間の
上下の移動に係る部分に限
る。）についての同項の規定の適
用については、床面積の合計500
平方メートル）） 

病院又は診療所
集会場(一の集会室の床面積が二百平方メートル以上のものに
限る。)又は公会堂 
博物館、美術館又は図書館 
保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターそ
の他これらに類するもの 
公衆便所
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建
築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

二 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 床面積の合計 200 平方メートル
以上（令第 18 条第 1 項各号
に掲げる経路（階と階との間の上
下の移動に係る部分に限る。）に
ついての同項の規定の適用につい
ては、500 平方メートル） 

飲食店 
理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これら
に類するサービス業を営む店舗 
自動車修理工場（不特定かつ多数の者が利用するものに限
る。） 

三 

劇場、観覧場、映画館又は演芸場 
床面積の合計 500 平方メートル
以上 

展示場 
自動車の停留又は駐車のための施設（一般公共の用に供される
ものに限る。） 

四 

ホテルまたは旅館 

床面積の合計1,000 平方メート
ル以上 

体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又
は遊技場 
公衆浴場 
自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに
類するもの 

五 共同住宅
床面積の合計2,000 平方メート
ル以上又は住戸の数 20 以上
（※） 

六 寄宿舎 床面積の合計2,000 平方メート
ル以上又は住戸の数 50 以上 

備考 この表に掲げる特別特定建築物には、仮設建築物を含まない。 
条例による規模の引き下げは行っていないが、政令第５条に規定される「公共用歩廊」は特別特定建築物のため、2,000 平方メ
ートル以上で基準適合義務の対象となる。 
※令第 14 条、第 17 条及び第 20 条並びに第 18 条、第 21 条及び第 23 条の規定の適用並びに道等から地上階に設ける住戸（地上階に
住戸を設けず、かつ、エレベーターを設ける場合にあっては、地上階にある当該エレベーターの昇降路の出入口）までの経路以外の部分についての令
第 11 条から第 13 条まで、第 16 条、第 18 条及び第 19 条並びに第 14 条から第 17 条まで、第 20 条、第 22 条及び第 25 条の規定
の適用については、50
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1-３ 計画期間 

本計画は都市全体を見渡しながら方針を定めるものであり、また都市計画等との調和を図る観点から、計画
期間については、立地適正化計画と同じく、おおむね 20年後の都市の姿を展望し、2040 年とします。
なお、おおむね 5年ごとに評価を行い、必要に応じて計画の見直し等を行うこととします。
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池田市のバリアフリーを取り巻く環境 

2-１ 池田市の概況 

障がい者の状況 
各障がい者手帳所持者の推移 
○平成 30年度末時点での各種障がい者手帳所持者の合計は 4,871人となっています。 
○身体障がい者手帳所持者は横ばいから微減傾向ですが、療育手帳及び精神障がい者保健福
祉手帳所持者は増加傾向にあります。 
○身体障がいのある人のうち、およそ半数が四肢不自由で、次いで内部障がいとなっています。

出典：第 5 期池田市障害者計画、第 5 期池田市障害福祉計画及び第 1 期池田市障害児福祉計画（平成 30 年 3 月）

図 2-1 各障がい者手帳所持者の推移 

出典：第 5 期池田市障害者計画、第 5 期池田市障害福祉計画及び第 1 期池田市障害児福祉計画（平成 30 年 3 月）

図 2-2 身体障がいのある人の状況 

（人）

※全国の障がい者の状況（H30障害者白書より）
・身体障害者436万人、知的障害者108万２千人、精神障害者392万４千人で、国民のおよそ7.4％が何らかの障害を有していることになる。
（複数の障害を併せ持つ者もいるため単純な合計にはならない）
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高齢者の状況 

○2015年時点での高齢化率は約 26％で、2030年には 30％を超えることが見込まれます。 
○高齢化率では伏尾台や細河地区などで高くなっていますが、高齢者の人数では池田駅周辺や
石橋阪大前駅周辺などの市街地が多くなっています。 

出典：国勢調査（実績）、国立社会保障・人口問題研究所（推計）

図 2-3 池田市の人口及び年齢構成

出典：国勢調査（平成 27 年）

図 2-4 池田市の人口及び年齢構成
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施設循環福祉バスの状況 

○施設循環福祉バス（以下「福祉バス」という。）が市内全体をカバーしており、60 歳以上の住
民、障害者、妊婦が無償で利用することができます。
○利用状況はいずれの便についても減少傾向にあるほか、利用者が固定化し、障がい者や妊婦等
が利用しづらい状況が生じています。 

▼福祉バス運行状況 ▼福祉バスの運行パターン

出典：池田市  

図 2-5 福祉バスの運行状況

出典：池田市  

図 2-6 福祉バスの乗車人数の推移

やまばと号 そよかぜ号 きぼう号 おでかけ号

午
前

１
便

7：51 梅ノ木
↓伏尾台
↓栄町
8：30 池田病院

7：47 市役所
↓伏尾台C
↓梅ノ木
8：59 市役所

7：52 市役所
↓ダイハツ北門
↓巽病院
8：50 市役所

7：51 敬老会館
↓渋谷高校北
↓市役所
9：26 敬老会館

２
便

9：10 市役所
↓敬老会館
↓石橋会館
10：22 市役所

8：58 市役所
↓伏尾台C
↓敬老会館
10：33 市役所

9：37 敬老会館
↓市役所
↓先進学園
10：32 市役所

３
便

10：35 市役所
↓渋谷高校北
↓敬老会館
11：38 市役所

10：48 市役所
↓ダイハツ北門
↓敬老会館
11：46 市役所

10：44 市役所
↓伏尾台C
↓五月山体育館
12：00 敬老会館

午
後

１
便

12：45 市役所
↓敬老会館
↓石橋会館
13：49 市役所

12：55 市役所
↓敬老会館
↓リコー南
14：25 市役所

13：13 敬老会館
↓渋谷高校北
↓伏尾台
15：00 敬老会館

２
便

14：00 市役所
↓渋谷高校北
↓敬老会館
15：02 市役所

14：35 市役所
↓敬老会館
↓畑郵便局
15：13 市役所

15：21 敬老会館
↓市役所
↓伏尾台C
16：43 敬老会館

３
便

15：10 市役所
↓敬老会館
↓ダイハツ北門
16：28 保健福

祉C

15：20 市役所
↓渋谷高校北
↓文化会館
16：23 保険福

祉C

22,745 21,166 23,058 23,061 21,762

24,773 23,047 22,905 21,793 22,756

40,353 38,589 39,888 40,067
37,126

2,591 2,382 2,717 2,329 2,367

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

H24 H25 H26 H27 H28

そよかぜ きぼう おでかけ やまばと

（人/年）
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2-２ 池田市バリアフリー基本構想の実施状況 

池田市バリアフリー基本構想 

○交通バリアフリー法に基づく基本構想であり、公共交通機関を利用した移動の円滑化を目的とし
て平成 18年 3月に策定 
○鉄道駅、駅前広場、道路、交差点のバリアフリー化を進めるため、池田・石橋両駅を中心とした
重点整備事業を実施 
○自転車問題、ボランティア、バリアフリー教室開催など、心のバリアフリーの取組みを位置づけ 

基本構想の実施状況 
重点整備地区（池田地区） 
○池田駅北側では視覚障害者誘導用ブロックの設置が進んでいますが、南側の地域ではあまり進
んでいません。 
○市役所や池田病院周辺を中心に歩道幅員の確保などが進んでいるほか、段差・勾配等の改良
はひととおり完了しています。

（位置図・実施状況については P.13～14参照） 

重点整備地区（石橋地区） 
○文化会館の周辺などでは視覚障害者誘導用ブロックの設置が進んでいますが、駅東側などでは
あまり進んでいません。 
○石橋地区では歩道空間の確保が難しい箇所が多く、歩道の拡幅などがあまり進んでいないほか、
駅付近では自転車や看板等により歩行環境が阻害されている状況にあります。

（位置図・実施状況については P.15～16参照） 
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«視覚障害者誘導用ブロックの設置状況（池田地区）» 

«幅員 2mの連続した歩道の確保・歩道改良・音響信号設備の設置等» 
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«視覚障害者誘導用ブロックの設置状況（池田地区）» 

«幅員 2mの連続した歩道の確保・歩道改良・音響信号設備の設置等» 
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鉄道関連事業 
地区 区分 整備内容 計画策定時の整備状況 2019 年 3月末時点

池
田
地
区

移動経路の円滑
化等 

ホーム~改札口間の下りエスカレ
ーターの設置 

大規模改修に合わせて整備予定 未定 

階段手すりを 1段から 2 段に改良 駅施設改良時に合わせて整備予定 H23.9 完了
トイレの改良 車いす用トイレの多機能トイレへの改良 改札口正面に新設済 H22.3 完了

プラットフォーム 
列車接近警告表示装置の設置 順次整備予定 H23.12 完了
視覚障害者警告ブロックの改善 内方線タイル設置済 H22.11 完了

案内情報の提供 構内案内図（触知図）の設置 設置済 ― 
施設・整備の改良等 待合室の改善検討 改修時期に合わせて整備予定 未定 

バリアフリー教育 職員へのバリアフリー教育・研修
の継続実施 

実施中 随時 

石
橋
地
区

移動経路の円滑
化等 

各ホーム及び改札階を結ぶ経路に
エレベーター及び連絡通路を設置

宝塚本線上下線ホームにEV設
置済 

H22.3 完了

トイレの改良 車いす用多機能トイレの改良 箕面線ホームに設置済 H21.3 完了

プラットフォーム 
列車接近警告表示装置の設置 宝塚本線、箕面線ホームに設置済 H22.3 完了
視覚障害者警告ブロックの改善 内方線タイル設置済 H22.3 完了

案内情報の提供 構内案内図（触知図）の設置 改札口付近に設置済 H22.3 完了
施設・整備の改良等 待合室の改善検討 改修時期に合わせて整備予定 未定 

バリアフリー教育 職員へのバリアフリー教育・研修
の継続実施 

実施中 随時 

バス関連事業 

地区 区分 整備内容 計画策定時の
整備状況 2019 年 3月末時点

池
田
地
区

低床車両の導入 ノンステップ（もしくはワンステッ
プ）バスへの置き換え 

継続 継続（法の導入目標は達成
済） 

案内情報の提供
車両表示方向幕の電子表示化 継続 完了
阪急池田駅からの乗り継ぎ案内
の掲示（バス停位置等） 

未完了 各施設における実施状況による 

バリアフリー教育 職員へのバリアフリー教育・研修
の継続実施 

実施中 随時 

石
橋
地
区

低床車両の導入 ノンステップ（もしくはワンステッ
プ）バスへの置き換え 

継続 継続（法の導入目標は達成
済） 

案内情報の提供
車両表示方向幕の電子表示化 継続 完了
阪急石橋駅からの乗り継ぎ案内
の掲示（バス停位置等） 

未完了 各施設における実施状況による 

バスののりばの改
良

井口堂天神線・神田石橋線の
道路整備に伴うバス停の上屋、
ベンチの設置・改良

道路整備時期
にあわせて 

・阪急石橋北口①のりば：
H26.4 ベンチ増設等 
・阪急石橋③のりば：
H30.2 車道部・歩道部の段
差解消 

バリアフリー教育 職員へのバリアフリー教育・研修
の継続実施 

実施中 随時 
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2-３ 公共施設におけるバリアフリー化状況 

○段差・高低差や情報案内等の障がい者対応は比較的進んでいますが、未対応の施設も一定
程度存在しています。
○トイレについては、障がい者対応は半数程度となっており、乳幼児対応については２割程度し
か進んでいません。 

▼建物入口までの通路の段差への対応状況     ▼玄関の段差への対応状況 

▼エレベータの障がい者対応状況            ▼情報案内の障がい者対応状況 

▼トイレの障がい者対応状況              ▼トイレの乳幼児対応状況 

※コミュニティ施設（各地区会館等）：34 施設、福祉関係施設：11 施設、社会教育施設（児童
館、公民館等）：6 施設、学校教育施設：17 施設、体育関係施設：4 施設、その他施設：15
施設の計 87施設について集計 

79.1%

20.9%

N=43

スロープあり

スロープなし 72.4%

27.6%

N=58

スロープあり

スロープなし

※建物の一部を賃借しているものを除く

N=82

車いす対応
エレベータあり

車いす非対応
エレベータあり

2階以上の建物で
エレベータなし

18.3%
1.2%

80.5%
93.1%

2.3%

1.1% 3.4%

N=87

受付あり
触知図あり
受付・触知図ともあり
受付・触知図ともなし

55.2%
44.8%

N=87

障がい者対応あり

障がい者対応なし

6.9%
10.3%

3.4%

79.3%

N=87

ベビーチェア・ベッドあり
ベビーチェアあり
ベビーベッドあり
両方なし
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2-４ バリアフリーに関する実態・意見

実態意見の把握
当事者の実態・ニーズ 

当事者の活動状況や意見等を把握するため、下記のアンケート・ヒアリング調査を実施した。

対象 調査方法 実施時期・対象・規模等 主な内容 

当
事
者

身体障が
い者 

ヒアリング
R 元年 11 月実施 
・身体障害者福祉会 
・身体不自由児父母の会

普段の活動状況、移動状況 
物理的な問題、支援等の状況・問題、ニーズ・課題
団体の活動状況 等 

アンケート R 元年 12 月配布 回収：94 件 
よく行く場所、諦めている場所・活動、交通手段
困っていること、情報収集手段、就業状況 等 

視覚障
がい者 アンケート

R2 年 1 月配布 
回収：5件 

よく行く場所、諦めている場所・活動、交通手段
困っていること、情報収集手段、就業状況 等 

知的障が
い者、精神
障がい者、
発達障が
い者 

ヒアリング

R 元年 11 月実施
・手をつなぐ親の会 
・市立やまばと学園
・(一社)R.E.A.D.D 
・Sun はーと石橋 

普段の活動状況、よく利用する機会・場所・経路等
普段の外出の自由度・難易度
一般的な仕組み・ルール等が理解しにくいこと
実施すべき取組、必要・発信すべき情報 
団体の取組内容、参加者層、リソース 等 

高齢者 
ヒアリング

R 元年 10 月実施 
・友愛クラブ連合会 

普段の活動状況、移動状況 
物理的な問題、支援等の状況・問題、ニーズ・課題
団体の活動状況 等 

アンケート R 元年 11~12 月配布 回収：56 件 
よく行く場所、諦めている場所・活動、交通手段
困っていること、情報収集手段 等 

妊産婦等 
ヒアリング

R 元年 10 月実施 
・子育て支援団体リズムサークルひよこ

普段の活動状況、移動状況 
物理的な問題、支援等の状況・問題、ニーズ・課題
団体の活動状況 等 

アンケート R 元年 11~12 月配布 回収：785 件 
よく行く場所、諦めている場所・活動、交通手段
困っていること、情報収集手段 等 

外国人 アンケート R 元年 12 月配布 回収：19 件 
よく行く場所、諦めている場所・活動、交通手段
困っていること、情報収集手段 等 

施設等の考え 
店舗等の状況・考えを把握するため、下記のヒアリング調査を実施した。 

対象 実施時期 主な内容 

・池田市商店会連合会 
・池田栄町商店街 
・サンシティ池田 

R2 年 2 月実施 施設利用者の状況 
施設及び周辺のバリアフリー化状況、問題点 
バリアフリー状況の情報発信状況 
バリアフリー化に対する考え、進められない理由 等 
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活動団体・市民の考え
市民・団体と連携・協働した、効果的な取組に向け、市民団体「いけだんち」が、本市におけるバリアフリ
ーに興味のある団体や市民に声をかけ、意見交換会を実施しました。 

実施時期 対象 主な内容 
R2 年 1 月 28 日（火） 
17:00～

楽食ばんまい 12 名 
・活動団体、社会福祉法人、行政等

R2年 2月 11 日（火・祝）
10:00～

はぐのさと 
（旧伏尾台小学校） 

15 名 
・活動団体、地域住民、学生、行政等

当事者から把握した問題点等 
当事者の活動状況や意見等を踏まえ、池田市内におけるバリアフリーに係る問題点等について抽出し、
次頁のとおり整理しました。 
なお、アンケート・ヒアリング調査結果の詳細は資料編に示します。 
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図 2-9 実態調査結果のまとめ 

①身体障がい者 ②視覚障がい者 ③知的・精神・発達障がい者 ④高齢者 ⑤妊産婦 ⑥外国人

当事
者の
実態・
ニーズ

安全に
出かけ
られる

〔行動範囲〕
・各駅周辺、五月山周辺 等

〔道路・駅等〕
・道・歩道が狭い、舗装が悪い
（車いすの転回ができない）
・施設入口等での段差、階段等
・こまめに休めるベンチが欲しい

〔施設等〕
・障がい者用駐車場が少ない、
いつも埋まっている
・トイレが洋式でない箇所で困る
・小学校は各学校にエレベータが
欲しい（できるだけ地元に行か
せたい）

〔行動範囲〕
・各駅周辺、五月山周辺 等

〔道路・駅等〕
・道・歩道が狭く、自転車等と接触、障害
物あり
・視覚障害者誘導用ブロックが途切れたり、
配置が不適
・歩車分離信号の斜め横断が危険

〔施設等〕
・建物の入口が分かりにくい（保険福祉セ
ンター、市役所等）
・施設内での誘導がない（市役所など）
・エレベータ等の音がない（駅、市役所）
・表示のコントラストが弱い（池田病院）
・避難所に行くのをあきらめている

〔道路・駅等〕
・人が集まる箇所を歩くのが難し
いことがある

〔施設等〕
・出かける場合、介助ベッドがあ
るトイレが必要（あるところにし
か行けない）
・聴覚過敏も比較的多い

〔行動範囲〕
・池田駅前商業施設 等

〔道路・駅等〕
・歩道の狭さ、段差が多い
・歩道、商店街での自転車が危険
・視覚障害者誘導用ブロックは高齢者
には躓きやすい
・池田駅周辺の駐輪場が不足

〔施設等〕
・会合が階段の上だと行けない場合も
ある

〔行動範囲〕
・各駅周辺、五月山を中心に全体に分布 等

〔道路・駅等〕
・歩道の狭さ・段差がある
・歩道、商店街での自転車走行が危険
・ベビーカーでの駅の中の移動が難しい
・自宅周辺の街路に侵入する車が危険

〔施設等〕
・駅周辺の駐輪場が狭く子どもを乗り降りさせるのが難しい、
空いていない
・駐車場不足、料金が高い（駅周辺、図書館利用時等）

〔行動範囲〕
・池田駅前商業施設、等

〔施設等〕
・市役所で言葉が通じない
・案内標識が日本語で分から
ない

でかけ
やすく
活動し
やすい

〔調べる情報〕
・公共交通での行き方や駐車場
の有無、エレベータの有無等を
確認
・施設HPなどを見る

〔交通〕
・公共交通や車（自分・送迎）
で移動
・電車バスは乗客等に迷惑がか
かると考え利用しない人がいる
・車いすでタクシーに断られる場
合あり
・福祉バスが使いにくい
→障がい者の席を健常者が利
用している

→クレームを言われたことがある
→利用できると知らなかった

〔調べる情報〕
・公共交通での行き方や案内受付の有無
を確認
・受付または施設HPなどを見る

〔交通〕
・公共交通や車（送迎）で移動
・バスの乗り場や空席が分かりにくい
・ホームの表示が分かりにくく、落下の危険
もある
・タクシーは降りた後が困るため使いにくい
・福祉バスが使いにくい

〔調べる情報〕
・行きたい施設は下見が必要
・当事者に理解してもらうには、
図解、視覚化が必要
・催しの情報がバラバラで見つけ
にくく、網羅的に発信してほし
い（後から気づくことがある）

〔交通〕
・家族や施設職員と一緒に公
共交通か、車で移動
・バスの乗務員で障がいに理解
がない方もいる
・ヘルプカードの理解が不足して
いる

〔対応〕
・コンビニではゆっくり対応してもら
える

〔調べる情報〕
・公共交通での行き方やエレベータの
有無を確認
・知人に聞いたり、電話で施設への問い
合わせが多い

〔交通〕
・自転車、自動車の利用が多い
・バスの運行回数が少なく外出しにくい
（南部）
・福祉バスに対する指摘が多い
→時間がかかる
→便数が少なく不便
・シニアカーや車いす、歩行器などの置
き場がなく困ることもある。

〔調べる情報〕
・公共交通での行き方、駐車場の有無、エレベータの有無
等を確認
・施設HPなどで情報を集めている人が多い
・授乳室やエレベーターがどこにあるのか分からない、情報発
信をしてほしい

〔交通〕
・自転車、自動車の利用が多い
・妊娠時は自転車がダメなのでバスを使いたいが使いにくい
・池田病院、福祉センターへ乗り換えが必要、行きにくい
・ベビーカーでバスに乗りにくく、気を遣う
・電車やバスで席を譲ってもらえない
・タクシーを呼んでも来ない、つかまらない
・市内に妊婦タクシーがない
・福祉バスは利用できると思われていない

〔対応〕
・駅周辺や図書館に授乳室がない
・子どもを連れていける店、メニューが少ない
・子ども服を売っている店が少ない

〔対応〕
・ハラルフードを提供するレス
トランが少ない
・病院や役所でサポートがほ
しい

活動し
たくなる

・運動ができる機会、多様な人、
地域との交流等が求められる
・一般企業で働くニーズも存在
・身障者側も自立が必要で、障
がい者への教育も必要

・一人で行けるから自立できる（主体的
な行動や交流が、可能性を広げる）

・一般の方との交流もしたいが、
一般的なルールが分からない
ので難しい面がある
・当事者それぞれの考え方があ
り、配慮が必要

・運動や健康づくりは特にしていない人
や、月１回程度が多くを占める
・見守りを徹底してほしい

・室内で遊ばせられる場所が欲しい（駅周辺等）
・子どもと一緒に運動や活動できる機会があると良い
・同じ年代の子供、親で交流できると良い
・遊び場や活動の情報、情報交換できる機会が欲しい
・病児、病後保育の対応を充実してほしい

・子育てをしている人の集まり
に参加したい

店舗の考え ・外国人の増加もあり、必要性が認識されつつあるが、個人商店では考えている余裕がなく、難しい面がある
・当事者にとって何が必要なのか、資金面でのサポート等が必要

活動団体、
市民の考え
（いけだんち
バリアフリー
カフェ）

〔何が大事か〕 ・現状マイナスになっているところを埋めながらゼロにしていくところがバリアフリーで、そこからその上にある個性を生かして一人一人が輝けるユニバーサルな社会にしていこうということ
・共生社会を考えなければならないのは、相互理解なく差別・線引きしてしまう社会・暮らしのあり方というのが、本来きちんと関わりあうことで得られる経験とか蓄積を奪ってしまうということでは
・常に話し合いが必要で、話してみないとわからない。ハードは整っていなくてもやっていける。バリアフリーを考えるということは他者のことを考えるということ

〔進め方〕 ・今はこのような機会をあきらめずに続け、まきこんでいく人を増やしていくことが大事。当事者参加で議論していくことが必要
・計画が進んでいる地域では、市民が育っている。バリアフリーも全住民、外から来た人に関わることであり、プレイヤーとなるような市民を生み出す必要があると考える
・マッスルスーツやスマホと連動した白杖等の先進技術で対応できることもあるはず

〔その他〕 ・トラブルの時にどうするのかが問題と思う。災害に対するバリアフリーも考える必要がある

②対応すべき範囲の整理、利用者目線でのチェックが不十分
・H18基本構想を踏まえ整備を進めてきたが、情報収集や利用者目線でのチェック・確
認が不十分なことで、できていないこと、機能が不十分なもの等が存在
・H18基本構想に設定されていない、出発地点、自宅側からの対応は十分されていない
・災害時の対応が不十分

⑤コンフリクトの存在
・障がい等の特性から必要な
対応が相反するものとなる
ケースがあり、コンフリクトが
発生
（例：視覚障害者誘導用
ブロックの設置、歩車分離
信号）

⑥相互の信頼・理解不足
・障がい者等が躊躇せざるを
得ないような状況が発生
・空間等が足りない状況で、
上手な利用、譲り合いなど
ができていない状況

⑨既存の資源が十分に生
かせていない
・福祉バスは、本来の主旨
に対して、中途半端な利
用のされ方となっている
・様々な地域活動がなされ
ているが情報の不足感、
機会へのニーズが多い

⑦配慮がメリット・実施可能な
ものとして捉えられていない
（店舗等）

・障がい者等へ配慮することの
必要性は感じているが、負荷
もありメリットとしてとらえられる
状況にない
・やりたくてもどうすれば良いかわ
からない場合もある

④実態・問題を網羅的に把握することが難しい
・利用者に多様な特性、視点があり全てを把握することが困難
・社会的な動向によっても変化
（現状ですべて把握できているとは考えにくい）

③市街地がコンパクトで余裕が少ない特性
・狭い市街地に交通機能、都市機能が集中
しており、物理的な条件が整いにくい

⑧やっていても十分伝えられていな
いものがある
・エレベーターの場所が分かりにくい
・催しの情報がバラバラで見つけにくい

①行動範囲の広がり・格差あり
・H18基本構想のエリア外でも行
動
・高齢者の行く場所は池田駅前に
集中

⑫当事者の参加・議論の継続が必要
・常に話し合いが必要
・相互理解に向けて議論を続けていくこと、当事者参加で
議論していくことが必要⑪自立的な交流がまちの可能性につながる

・一人で出かけられることが大事
・コミュニケーション・関わりが自立、まちの可能性の拡大に

⑩交流に対するニーズは多く存在
・運動や自由に参加できる場から、就職
まで、多様な交流に対するニーズがある
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新型コロナウィルスによる影響について 
2020 年初め頃からの新型コロナウィルス感染症の拡大により生活様式が変化し、障がい者へも様々な影
響が出てきています。 
例えば、日常生活でのコミュニケーションの取りにくさや、仕事・学習環境の不便さ、経済面の不安等が問題
となる一方、ICT 技術により従来参加しにくかった会合に参加しやすくなる等のポジティブな変化もみられます。 
バリアフリーを考えて行く上でも、新しい生活様式において求められることを考慮して、取り組んでいく必要ある
と考えられます。 

出典 厚生労働省
図 10 新しい生活様式 

出典 一般社団法人ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ  

図 11 障がい者におけるコミュニケーションの変化
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（仮称）池田市バリアフリーマスタープランの基本的な考え方 

3-１ マスタープランを考える上で必要な観点 

近年求められている、公共施設や建築物等を含めたバリアフリー化の推進や地域における重点的・一
体的なバリアフリー推進に向けた区域の再検討、身体障がい者だけでなく精神障がい者や妊産婦、外国
人など対象者の多様化等への対応に加え、本市のコンパクトな都市構造と駅前を拠点として都市機能が
集積されたまちの特性を生かした、子育てしやすく、快適に住み続けることができる居住環境と積極的に出
かけたくなる魅力的な駅前市街地の維持、形成を図るうえで、市域全体のバリアフリーに関する方針を明
確にし、これまでの対象や取組を広げていく必要があります。 
そのため、前項までに示した池田市バリアフリー基本構想の実施状況や公共施設におけるバリアフリー化
状況、バリアフリーに関する実態・意見においてバリアフリー化が不十分であった事項・箇所への対応やソフ
ト面の工夫を強化していくことはもちろん、対象エリア・求められる質の広がりを踏まえた対応が求められると
考えられます。 
しかし、これらを進めていく際、簡単にできない面もあることから、継続的に利用者・当事者の意見を把
握し、行政、交通事業者、施設管理者、市民等が議論しながら相互理解を深めていくことが重要であると
考えられます。さらにその前提として、本市がどこへ向かうべきか、何をめざすのかを再整理していくことが不可
欠です。

図 3-1 マスタープランを考える上で必要な観点 

簡単にできないことも多く、
ソフト面のカバー・工夫を上手に行う

エリアの広がりや格差も踏まえて、
範囲の拡大、質・精度の向上を進める

範囲の拡大や質・精度向上も求められる中で
今後議論を深めていくため、

どこへ向かうのかについて再整理を実施
（地域での議論を踏まえて）

継続的に各者で議論し、
相互理解を深めながら

ハード・ソフトの対応を進める

利用者からみて使いやすい環境確保、
機能が不十分な箇所への対応

対応すべき範囲の整理、
利用者目線でのチェック
が不十分

相互の信頼・理解が不足
既存の資源が十分に生
かせていない

配慮がメリット・実施可能な
ものとして捉えられていない

実態・問題を網羅的に
把握することが難しい

やっていても十分伝えら
れていないものがある

コンフリクトの存在

市街地がコンパクトで余
裕が少ない特性

行動範囲の広がり
・格差あり 当事者の参加・議論の

継続が必要

自立的な交流がまちの
可能性につながる
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3-２ 池田市のめざす姿 

前提となる池田市のめざす姿を以下のように考えます。 

＜めざす姿＞ 

実態調査等において、様々な視点から外出における障壁や困りごとが挙げられました。これを踏まえると、
多様な市民が安全・円滑に移動・活動ができる環境を整えていくことがやはり重要であると考えられます。し
かし一方で、移動・活動の環境を整えるだけではクリアできないような当事者相互の誤解や壁等もみられま
した。また、多様な交流が求められていることも確認でき、自主的・主体的な交流が当事者の自立、まちの
可能性の拡大につながるという議論もなされました。
バリアフリーの観点から積極的なまちづくりを進めていく上では、このような点に着目し、相互理解を深め、
一人ひとりが自立して関わりあうことができることをめざしていくことが必要と考えます。他方、本市には既に多
様な人的資源が存在しており、つながりの創出や相互理解の観点から活動を展開しているという強みもあ
ります。 
これらを踏まえ、様々な特徴を持つ人が安全に移動・活動ができるユニバーサルな環境を確保するととも
に、今まで十分に醸成されてこなかったような相互理解やつながりを深めることにより、共生社会の実現や、
それぞれの多様性から新たな価値や活力が生まれる、暮らして、訪れて”おもしろい”、ダイバーシティのまち
づくりをめざすこととします。 

図 3-2 池田市のめざす姿 

ユニバーサルデザインと相互理解を推進し、共生社会とダイバーシティを実現するまち
～地域の多様な人材、活動を生かしてお互いが理解を深めながら関わりあうことができ、暮らして、訪れて“おもしろい”まちに～
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めざす姿を実現させていくためには様々なバリアを取り除いていく必要がありますが、従来の物理的な「バ
リア解消」をベースに整理すると、以下のような、「ユーザー目線の活動のしやすさ」や「活動の目的の創出」
も含む階層に分けられると考えられます。 
それぞれの項目に着目し、それぞれが適切に対応、関係していくことができるようなまちづくりを、本計画に
おいて進めます。なおこれらは、新しい生活様式への対応も考慮して進めていくとともに、国連が進める
SDGｓの取組とも連動させていくことが必要です。 

図 3-3 階層ごとのめざす姿 

SDGs とは… 
「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のために設定された 17 の国際目標
で、日本においてもアクションプランが定められ、各分野で取組が展開されています。本市におけるバリアフリーの
めざす姿と関連が強く、相乗的に進めていく必要があります。 

出典：外務省
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3-３ 課題と取組方針 

各アウトプットの創出に向けて、今後本市において対応していくべき課題や、課題を踏まえた取組の方向性について以下の通り整理しました。

図 3-4 今後対応していくべき課題及び課題を踏まえた取組の方向性 



（仮称）池田市バリアフリーマスタープラン

28 

移動等円滑化促進地区の区域、生活関連施設、生活関連経路
前項の「取組方針１：道路や公園、駅、商業施設等において、当事者参画で確保すべき機能・環境
や各者の役割を明確化し、可能な整備を進める」の前提として、本計画における移動等円滑化の考え方、
円滑化を図る区域や施設・経路等について定めます。 

4-１ 基本的な考え方 

池田市内におけるバリアフリー化の状況や、当事者の意見等を踏まえ、効率的・効果的に対応するため、
マスタープランにおいては、以下の観点・考え方により対応を進めます。 

観点① 多くの人が集まるエリア（移動等円滑化促進地区・生活関連施設周り）内における、安
全で移動等しやすい環境の確保 

観点② 市内各箇所から、活動エリアまでの安全な移動手段の確保 
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4-２ 法令等における位置づけ 

法令上の定義
マスタープランに位置付ける移動等円滑化促進地区及び生活関連施設、生活関連経路は、バリアフリ
ー法において下記のとおり定められています。 

≪移動等円滑化促進地区≫ 
・生活関連施設があり、かつ、それらの間の移動が通常徒歩で行われる地区
・生活関連施設及び生活関連経路についてバリアフリー化の促進が特に必要な地区
・バリアフリー化を促進することが、総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切な地区

≪生活関連施設≫ 
・高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施
設その他の施設 

«生活関連経路≫ 
・生活関連施設相互間の経路

設定にあたって留意すべき事項等
移動等円滑化促進地区

国が定めた、移動等円滑化の促進に関する基本方針によると、移動等円滑化促進地区の境界は、
可能な限り市町村の区域内の町境・字境、道路、河川、鉄道等の施設、都市計画道路等によって明確
に表示して定めることが必要とされています。 

特別特定建築物と生活関連施設の関係 

全施設

特定建築物：多数の者が利用する建築物等

特別特定建築物：
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として
高齢者、障害者等が利用する特定建築物で
あって、移動等円滑化が特に必要なもの

移動等円滑化促進地区

移動等円滑化促進地区の区域内ではない特別特定建築物
⇒施設単体として移動等円滑化を実施

特定建築物以外でも
生活関連施設となる施設もある

基準適合
義務

基準適合
努力義務

学校、病院、劇場、観覧場、
集会場、展示場、百貨店、
ホテル、事務所、共同住宅、
老人ホーム 等

生活関連施設

特別支援学校、病院、劇場、観
覧場、集会場、展示場、百貨店、
店舗、ホテル、官公署、老人ホー
ム、児童厚生施設、身体障害者
福祉センター、体育館、博物館、
美術館、図書館、飲食店、銀行、
駐車場、公衆便所 等



（仮称）池田市バリアフリーマスタープラン

30 

4-３ 移動等円滑化促進地区、生活関連施設、生活関連経路の設定

設定の考え方 
本計画では、下記の考え方に基づき、移動等円滑化促進地区及び生活関連施設、生活関連経
路を設定することとした。

①H18 基本構想における主な施設及び立地適正化計画における誘導施設に加え、アンケート
調査で抽出したよく行く施設・諦めている施設などを踏まえ、生活関連施設候補を選定。 

②H18 基本構想における重点整備地区及び立地適正化計画における居住誘導区域をベース
に、徒歩圏内に①の生活関連施設候補のうち旅客施設又は特別特定建築物に該当するもの
がおおむね３以上存在する範囲を抽出

③②で設定した範囲を概ね含むエリアを、行政界や道路、河川等を境界として移動等円滑化促
進地区を設定 

④③で設定した移動等円滑化促進地区内に存する施設のうち、一定以上の規模かつ移動等円
滑化を促進すべき施設を、生活関連施設として位置づけ、施設の用途により分類 

生活関連施設の分類の考え方 
バリアフリーマスタープラン作成のガイドラインにおける区分をベースに、池田市内において生活関連施設
になりうる施設の属性等を踏まえつつ区分を設定する。 
ガイドライン区分

官公庁等

教育・文化施設等

保健・医療・福祉
施設

商業施設

宿泊施設

公園・運動施設

その他の施設

市役所、役場、税務署
郵便局、銀行、ATM
警察署、交番、裁判所
市民・地区センター、コミュニティセンター 等
図書館
市民会館、市民ホール、文化ホール
学校（小・中・高等学校）
公民館
博物館、美術館、音楽館、資料館
病院、診療所
総合福祉施設、老人・障害者福祉施設等

大規模小売店舗等
商店街等（地下街を含む）

ビジネスホテル、シティホテル等
公園
体育館、武道館その他屋内施設
結婚式場、葬祭場等冠婚葬祭に関わる施設
観光施設
路外駐車場

ガイドライン例示

池田市役所、豊能税務署
各種郵便局、各種銀行
池田警察署、各種交番
各種公民館、各種会館 等
市立図書館、図書館分館
市民文化会館
学校（小・中・高等学校）、保育所
公民館
美術館、記念館、資料館 等
病院、診療所
保健所、友愛クラブ連合会

サンシティ池田、スーパーマーケット 等
栄町商店街、石橋商店街 等

ー
各種公園
各種体育館、スポーツセンター 等
カップヌードルミュージアム大阪池田、
池田呉服座 等

生活関連施設
（候補箇所）

鉄道駅
バスターミナル

池田市マスタープラン
生活関連施設区分（案）

官公庁・金融機関等

教育・文化施設等

保健・医療・福祉施設

商業施設・飲食店

公園・運動施設

その他の施設

旅客施設

（なし）

介護事業所、デイサービス 等

旧伏尾台小学校 等

飲食店、ファミリーレストラン 等
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移動等円滑化促進地区の設定 
移動等円滑化促進地区の位置 

本市における移動等円滑化促進地区は、下記の５地区とする。 
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各移動等円滑化促進地区の範囲と生活関連施設、生活関連経路
池田駅周辺地区 約 106ha 

地区の 
特徴 

駅周辺には、様々な官公庁施設が立地するほか、五月山動物園やカップヌードルミュージ
アム大阪池田などの多くの人が集まる観光資源があり、本市の中心市街地にふさわしい、
様々な人が交流し、にぎわいあふれるエリアをめざす

区分 番号 施設名 区分 番号 施設名 
旅客施設 1 阪急池田駅 
官公庁・金融
機関等 

2 池田市役所 
3 中央公民館
4 池田警察署 
5 豊能税務署 
6 大阪池田簡易裁判所
7 コミュニティセンター栄本町 
8 池田会館 
9 城南会館 
10 呉服会館 商業施設・飲

食店 
22 サンシティ池田 

11 池田郵便局 23 ダイエー池田駅前店 
12 池田栄本町郵便局 24 ステーションＮ 
13 池田泉州銀行池田営業部 25 池田栄町商店街 

教育・文化施
設等 

14 池田小学校 公園・運動施
設 

26 池田駅前公園 
15 さくら幼稚園 27 光明公園 
16 市立図書（サンシティ池田） 28 城南 3丁目第２公園 
17 呉服小学校 29 辻ヶ池公園 
18 ひめむろこども園 30 五月山体育館 

保健・医療・福
祉施設 

19 池田病院 その他の施設 31 カップヌードルミュージアム 大阪池田 
20 保健福祉総合センター 
21 池田保健所 

凡例
移動等円滑化促進地区（案）
生活関連経路（案）

生活関連施設（案）
旅客施設 官公庁・金融機関等
教育・文化施設等 保健・医療・福祉施設
商業施設・飲食店 （ 商店街）
公園・運動施設 その他の施設
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石橋阪大前駅周辺地区 約 74ha 
地区の 
特徴 

駅前には昔ながらの趣を残す商店街が広がっているが、大阪大学の学生等も行き交う学
生のまちとしての一面もあり、文化、世代、性別を超えた交流が広がるエリアをめざす

区分 番号 施設名 区分 番号 施設名 
旅客施設 1 阪急石橋阪大前駅 
官公庁・金融
機関等 

2 石橋プラザ 
3 石橋駅前会館 
4 池田石橋郵便局
5 三井住友銀行 石橋支店 
6 尼崎信用金庫 石橋支店 
7 北おおさか信用金庫 石橋支店 
8 関西みらい銀行 石橋支店 
9 池田泉州銀行 石橋支店 
10 池田北豊島郵便局 商業施設・飲

食店 
18 阪急オアシス 石橋店 

教育・文化施
設等 

11 市民文化会館 19 食品館アプロ 石橋店 
12 カルチャープラザ 20 シェフカワカミ 池田店 
13 天神保育園 21 フードネットマート 石橋店 
14 宣真認定こども園 公園・運動施

設 
22 石橋駅前公園 

15 宣真高等学校 23 豊島野公園 
16 北豊島小学校 24 総合スポーツセンター 

保健・医療・福祉施設 17 マックシール巽病院 25 フィットネスクラブティップネス石橋 

凡例
移動等円滑化促進地区（案）
生活関連経路（案）

生活関連施設（案）
旅客施設 官公庁・金融機関等
教育・文化施設等 保健・医療・福祉施設
商業施設・飲食店 （ 商店街）
公園・運動施設 その他の施設
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伏尾台地区 約 67ha 

地区の 
特徴 

市の中心部から車で 15分の小高い丘の上にある住宅地で、市内でもっとも高齢化が
進むエリアであるが、地域コミュニティによる活動が盛んであり、高齢者等にやさしいエリ
ア交通の構築とユニバーサルデザインを推進し、子どもからシニア世代のひとりひとりがい
きいきと活動できるエリアをめざす 

区分 番号 施設名 区分 番号 施設名 
官公庁・金融機
関等 

1 伏尾台コミュニティプラザ 
2 コミュニティセンター 伏尾台第一会館
3 コミュニティセンター 伏尾台第二会館
4 池田伏尾台郵便局

教育・文化施設
等 

5 ほそごう学園 
6 ふしお台保育所 
7 友星幼稚園 

商業施設・飲食店 8 コープミニ伏尾台 
公園・運動施設 9 伏尾台中央公園 

10 伏尾台北中央公園 公園・運動施
設 

13 伏尾台西公園（一部） 
11 伏尾台北公園 14 伏尾台第１公園 
12 伏尾台南公園 その他の施設 15 伏尾台小学校跡地（はぐの里）

凡例
移動等円滑化促進地区（案）
生活関連経路（案）

生活関連施設（案）
旅客施設 官公庁・金融機関等
教育・文化施設等 保健・医療・福祉施設
商業施設・飲食店 （ 商店街）
公園・運動施設 その他の施設
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呉羽の里地区 約 27ha 

地区の 
特徴 

バスを中心とした公共交通ネットワークが充実しており、周辺の住宅地の生活を支える拠
点として商店等が集積するエリアであるが、高齢者の増加に備えたバリアフリー化等、生活
サービス拠点の機能維持と充実をめざす 

区分 番号 施設名 区分 番号 施設名 
官公庁・金融機
関等 

1 南畑会館 
2 秦野会館 
3 池田畑郵便局
4 池田泉州銀行 池田東支店 

教育・文化施設
等 

5 秦野小学校 
6 あおぞら幼稚園 
7 緑丘小学校 
8 池田旭丘幼稚園 
9 緑丘保育園 

商業施設・飲食店 10 食品館アプロ 池田店 公園・運動施設 11 南畑公園 

凡例
移動等円滑化促進地区（案）
生活関連経路（案）

生活関連施設（案）
旅客施設 官公庁・金融機関等
教育・文化施設等 保健・医療・福祉施設
商業施設・飲食店 （ 商店街）
公園・運動施設 その他の施設
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敬老の里地区 約 30ha 

地区の 
特徴 

敬老会館や万寿荘、白寿荘を中心に『敬老の里』と呼ばれる地区。北には、やまばと学
園、南には石橋公園が位置する。敬老会館等の公共施設の老朽化に伴い、周辺公共
施設も含め大規模な見直しを行う構想がある 

区分 番号 施設名 区分 番号 施設名 
官公庁・金融
機関等 

1 井口堂北会館
2 花園会館 
3 池田井口堂郵便局

教育・文化施
設等 

4 やまばと学園 
5 石橋保育所 

保健・医療・福
祉施設 

6 白寿荘 
7 敬老会館
8 万寿荘 

商業施設・飲
食店当 

9 コープミニ井口堂 
10 イズミヤ 池田旭丘店 公園・運動施設 11 石橋公園 

凡例
移動等円滑化促進地区（案）
生活関連経路（案）

生活関連施設（案）
旅客施設 官公庁・金融機関等
教育・文化施設等 保健・医療・福祉施設
商業施設・飲食店 （ 商店街）
公園・運動施設 その他の施設
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移動等円滑化の促進に向けた取組 

5-１ 取組の考え方 

第 3 章に整理した方向性を踏まえて、様々な取組を進めていく必要がありますが、予算面や人的資源
の制約がある一方、類似・関連するものがすでに地域内で進められていたり、今後進められる予定となって
いる取組もあります。 
各取組方針に対し、以下に示すような行政や地域の取組、全国的な動向・技術開発等を踏まえ、展
開していくこととします。 

取組方針７：当事者・利用者の意見、利用実態等を継続的に
把握し、環境整備や情報提供、連携創出等に適宜対応していく

取組方針３：多様な市民や店舗・民間事業者、施設管理者等
のコミュニケーションを促し、相互理解やユニバーサルマナーの向上
を図る

取組方針１：道路や駅等において、当事者参画で確保すべき機
能・環境や各者の役割を明確化し、可能な整備を進める

取組方針６：地域や民間事業者等の既往の活動等の連携や
新たな取り組みの創出による、交流の場づくりの後押し、支援

取組方針４：店舗・民間事業者、施設管理者等が分かりやすく
統合的な情報提供、相互連携をしやすい状況、仕組みづくり

取組方針５：店舗や民間事業者、団体等による配慮や支援の
取り組みがメリット・やりがいとなるような後押しを行う

・生活道路の対策、無電柱化の推進、その他道路整備事業（各道路管理者）
⇒これらの施策、事業と連動させた整備を検討
・地域公共交通の改善検討
⇒多様な利用者の視点を考慮して検討

・我がこと丸ごとの地域づくり
⇒地域組織による意見の集約や支援において、バリアフリーの観点からも対応を
図ることを検討

・共生社会ホストタウンの取り組み
⇒ホストタウンに関わる取り組みを通じて、相互理解を促す

・交通安全教育・自転車免許の配布、職場体験
・環境学習
⇒既往の啓発・学習において、バリアフリーの観点の充実化を検討する

・地域団体の支援組織（トアエル、いけだんち等）
⇒各者のコミュニケーションを効果的な図りながら進める
・多様な地域団体の活動
⇒地域団体の活動を活かした、取り組みを検討・展開

・近年の通信・支援等の技術開発、情報PF（Bmaps、OSM等）
⇒有効活用し、効率的な展開を検討

・SDGsの推進
⇒関連施策の推進における積極的な予算確保等を検討する
・関連計画（地域福祉計画・障害者計画、高齢者福祉計画、子ども・子育て支援事業計画、地域防災計画・国民保護計画、都市計画マスタープラン 等）
⇒各観点での取り組みを活かしつつ、ダイバーシティに向けたバリアフリーの観点から連携・連動を図る

取組方針２：必要に応じ、先進技術を活用した課題解決を図る
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5-２ 取組の内容 

前項の観点を踏まえ、取組方針に基づいて実施していく取組を以下に示します。 

取組方針１：道路や駅等において、当事者参画で確保すべき機能・環境や各者の役割を明確化し、可能な整備を進める

（１）当事者参加による当面の具体的な取組内容の設定 【基本構想関連】 
（２）関連施策と連携した整備等の検討・調整 
（３）関係機関等と連携したバリアフリーマップ等の作成・発信 

取組方針２：必要に応じ、先進技術を活用した課題解決を図る

（１）情報通信技術等を活用した案内等の検討 
（２）研究機関等と連携したツールの活用可能性検討 

取組方針３：多様な市民や店舗・民間事業者、施設管理者等のコミュニケーションを促し、相互理解やユニバーサルマナーの向上を図る

（１）交通や地域社会に関する教育機会を活かした啓発活動 
（２）関連するイベント等を活かした市民や事業者等への発信、雰囲気づくり（共生社会ホストタウンとの連動等）
（３）支援組織等と連携した、地域内のコミュニケーションや相互理解の創出・活性化（災害時等も含めて）

取組方針４：店舗・民間事業者、施設管理者等が分かりやすく統合的な情報提供、相互連携をしやすい状況、仕組みづくり

（１）既往のツールを活用した取組状況の発信の仕組みづくり 
（２）施設、店舗等による相互連携の推進 

取組方針５：店舗や民間事業者、団体等による配慮や支援の取組がメリット・やりがいとなるような後押しを行う

（１）店舗等への情報提供、学習機会の創出 
（２）配慮の後押しとなる雰囲気づくり、仕組みの検討 

取組方針６：地域や民間事業者等の既往の活動等の連携や新たな取組の創出による、交流の場づくりの後押し、支援

（１）各種の支援活動等の情報収集・発信、連携強化の検討 
（２）利便性が高く居場所となる交流拠点づくりの検討

取組方針７：当事者・利用者の意見、利用実態等を継続的に把握し、環境整備や情報提供、連携創出等に適宜対応していく

（１）各種地域組織と連携した意見収集、意見交換のしくみづくり（我がこと・丸ごとの地域づくりとの連動等）
（２）協議会を活用した継続的な評価、見直し等の推進 【基本構想関連】 
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5-３ 当事者参画による課題等の明確化と整備の推進 

当事者参加による当面の具体的な取組内容の設定 【基本構想関連】 
当事者の参画により、道路や公共交通施設、公共施設等の問題箇所・課題等の洗い出しや望ましい
状況等を把握し、関係者の連携により整備を推進します。 
また、鉄道や路線バスなどの公共交通機関についても、当事者の観点からの使いやすさや利便性の「向
上、安全性の向上（ホームドア等）を図るほか、福祉バスの廃止や地域における移動支援の取組も踏ま
え、移動環境の確保に向けた検討を進めます。
▼阪急バス（阪急池田駅）             ▼施設循環福祉バス（池田市役所前） 

関連施策と連携した整備等の検討・調整 
生活道路における安全対策や無電柱化等の関連施策に併せて、バリアフリー化の観点も踏まえた上で、
地域内の整備を推進していきます。 

▼全国的な無電柱化の推進 

出典：無電柱化推進のあり方検討委員会資料（国土交通省）
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関係機関等と連携したバリアフリーマップ等の作成・発信 
市内の各施設や道路等のバリアフリー状況について、ワンストップで情報発信できるプラットフォームなどに
ついて、共生社会ホストタウンでの関連取組を活かしながら、関係者との連携により検討します。その際、
新しい生活様式も踏まえた外出・活動促進に向けた各種情報の連携、災害時の避難所の情報の提供
等についても考慮していきます。

バリアフリー法第 24 条の 8（施設設置管理者による市町村に対する情報の提供）
公共交通事業者等及び道路管理者は、前条の規定により情報の収集、整理及び提供を行う市町村の
求めがあったときは、主務省令で定めるところにより、高齢者、障害者等が旅客施設及び特定道路を利用す
るために必要となる情報を当該市町村に提供しなければならない。 
２ 路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等は、前条の規定により情報の収集、整理及び提
供を行う市町村の求めがあったときは、主務省令で定めるところにより、高齢者、障害者等が特定路外駐車
場※、特定公園施設※及び特別特定建築物※を利用するために必要となる情報を当該市町村に提供する
よう努めなければならない。 

※1 500 ㎡以上の駐車場
※2 移動等円滑化が特に必要な公園施設（園路、広場、休憩所、便所 等） 
※3 不特定かつ多数者が利用し、又は高齢者・障がい者等が利用する、移動等円滑化が特に必要な建築物（特別支援学校、病院・診療所、集

会場、百貨店、ホテル・旅館、保健所・税務署等、老人ホーム・福祉ホーム、体育館、博物館等、飲食店、サービス業を営む店舗、交通施設、公
衆便所、公共用歩廊 等）

▼バリアフリーマップの事例（大阪府高槻市）

出典：移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドライン（国土交通省）
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5-４ 先進技術の活用による課題解決策の検討 

情報通信技術等を活用した案内等の検討 
道路・施設等のハード面の整備を進めるだけでなく、スマートフォン等の端末を活用した視覚障がい者へ
の経路案内や、オンラインを活用したコミュニケーション機会の創出のような、情報通信技術の活用、ソフト
面での取組について検討します。 

研究機関等と連携したツールの活用可能性検討 
大学や民間企業等と連携し、先進技術を活用した移動手段等のツールについて、開発・活用等の可
能性を検討していきます。 
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5-５ 多様な関係者のコミュニケーションによる相互理解・ユニバーサルマナーの向上 

交通や地域社会に関する教育機会を活かした啓発活動 
本市で現在実施されている学校教育における交通安全教室や自転車安全教室、環境学習、職場体
験等や、社会科における安全・地図づくり等の学習（4 年）等の機会において、バリアフリーや相互理解
の観点からそれぞれの学習の狙いを深めていくことを狙いとして、各者と協力、連携することを通じてバリアフ
リーやユニバーサルマナーの認知、意識醸成に取り組みます。 

▼自転車安全教室・免許証授与

出典：池田市教育委員会

関連するイベント等を活かした市民や事業者等への発信、雰囲気づくり（共生社会ホストタウンとの連動等）
共生社会の実現に向けた各種関連するイベント等の機会を活用し、市民や交通事業者、店舗・施設
等に対する情報発信や意識醸成等の雰囲気づくりに取り組みます。

支援組織等と連携した、地域内のコミュニケーションや相互理解の創出・活性化（災害時等も含めて）
共生社会ホストタウンでの関連取組の検討機会や、池田市内において地域活動に取り組んでいる支
援組織の活動等と連携し、地域内でのコミュニケーションや相互理解の場を創出、継続していくための支援
を行い、地域における相互理解を深めていくための素地づくりを進めます。

▼計画策定に際し地域で実施されたコミュニケーション機会の例
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5-６ 統合的な情報提供や相互連携の仕組みづくり 

既往のツールを活用した取組状況の発信の仕組みづくり 
各種施設や道路等のバリアフリー化状況、各種設備の設置状況等について、既存のバリアフリーマップへ
の掲載や、アプリ等を活用したオープンプラットフォームによる様々な情報を集約・発信できる仕組みづくりを
検討します。 

▼バリアフリー情報の口コミサイト「Bmaps」 

出典：Bmaps 

施設、店舗等による相互連携の推進 
地域と連携し、施設機能の問題点や周辺情報について把握・発信するとともに、それぞれが連携してバ
リアフリー化等を推進するよう取り組みます。 
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5-７ 店舗や民間事業者、団体等の取組を後押しする仕組みの検討 

店舗等への情報提供、学習機会の創出 
高齢者や障がい者等の当事者が、普段の日常生活の中で施設・店舗等の利用に際し困っていることや
求めていること、新しい生活様式において求められること等について情報提供するとともに、その対応例や活
用可能な行政等の支援等について周知するなど、各施設・店舗において対応が進むよう取り組みます。

▼店舗向けの研修会の実施例

出典：明石市 
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配慮の後押しとなる雰囲気づくり、仕組みの検討 
情報提供や支援だけでなく、積極的な取組を行う施設・店舗等の登録・顕彰のほか、利用者の口コミ
を活用した社会全体としての雰囲気づくりを進める仕組みを検討します。 

▼店舗等の認定・顕彰事業の例

出典：倉敷市 

▼行政が民間プラットフォームと連携し店舗等のバリアフリー情報を発信している例

出典 Bmaps ローカル 
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5-８ 関係者同士が連携した活動や交流の場づくりの推進

各種の支援活動等の情報収集・発信、連携強化の検討 
関連組織や地域団体等が取り組む支援活動やイベント等について、情報を集約・発信するとともに、そ
れれら連携強化を図っていくための、仕組みやプラットフォームのあり方についてトアエル（池田市公益活動
促進協議会）等と連携して検討し、必要な取組や仕組みづくり、団体への支援を進めていきます。 

▼トアエル（池田市公益活動促進協議会） 

出典：トアエル

利便性が高く居場所となる交流拠点づくりの検討
当事者の社会参画を促すため、当事者同士及び当事者と地域などの交流を促していく上で必要となる
拠点・場や機能、運営等のあり方について、関連計画における施設の再編や拠点づくりの取り組み状況も
踏まえ、検討していきます。 

▼交流拠点整備例 ▼民間による障がい者むけオフィス提供事業例

出典：株式会社スタートライン 
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5-９ 当事者意見の継続的な把握と評価 

各種地域組織と連携した意見収集、意見交換の仕組みづくり（我がこと・丸ごとの地域づくりとの連動等）
当事者の意見や実態等を継続的に把握するため、福祉分野・社会福祉協議会等と連携し、地域と連
携した意見交換等の場づくりについて検討します。 

▼池田市我が事・丸ごと地域づくり 

出典：池田市

出典：池田市社会福祉協議会 

協議会を活用した継続的な評価、見直し等の推進 【基本構想関連】 
バリアフリー化の着実な推進に向け、協議会の場を活用し、マスタープランの継続的な評価や見直しに

取り組みます。 
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届出制度

6-１届出制度の概要

公共交通事業者又は道路管理者は、マスタープランで設定される移動等円滑化促進区域内において、
生活関連施設である旅客施設や生活関連経路の改良等にあたり、他の施設と接する部分（出入口等）
の構造の変更等を行う場合、行為着手の30日前までに市へ届け出なければならないこととされています。
（バリアフリー法第 24条の 6） 

出典：移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドライン（H31.3 国土交通省）

図 6-1 届出対象のイメージ 

6-２ 届出制度の対象の指定

本市において届出の対象とする旅客施設及び道路は下表のとおりとする。
地区名 旅客施設 道路 届出の範囲 

池田地区 阪急電鉄池田駅 ・池田駅前広場線 駅前広場（ロータリー）との連
続性確保 

石橋地区 阪急電鉄石橋阪大前駅 ・天神石橋線 鉄道駅施設との連続性確保 

参考：届出制度の対象とならないが、道路の新設その他の行為であって当該区域における移動等円
滑化の促進に支障を及ぼすおそれのある行為を行う場合配慮を要する箇所
地区名 旅客施設に準ずるもの 道路・施設等 配慮を要する事項 

伏尾台地区 阪急バス伏尾台センターバス
停 

●●線 バス利用者の乗降円滑性確
保 

呉羽の里地区 阪急バス呉羽の里バス停 ●●線 バス利用者の乗降円滑性確
保 

敬老の里地区 ― ― ― 
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バリアフリー化の推進に向けた進め方と推進・評価体制について 
以上の取組を進めるためには、行政だけでなく、交通事業者や施設管理者、市民・当事者等の関係
各者が議論を深めながら、一つひとつの整備やしくみづくり、機会創出を進めていく必要があります。
そのため本市は、市民・当事者との連携を円滑に進めていけるよう、活動支援組織等との連携・協力を
図り、各者のコミュニケーションの場づくりや意見交換、具体的な取組の整理を進めるとともに、施設や店
舗・交通事業者、道路管理者等への後押し等を行いながら進めることとします。 
それらとあわせ、本計画全体の進捗状況については、バリアフリー推進協議会が定期的に確認を行うとと
もに、新しい生活様式等に関する動向変化も踏まえ、必要に応じて計画の見直し等を行うこととします。 
また、本市は上記の活動支援組織等と連携し、道路空間整備や次世代モビリティ確保、ICT・AI導入、
SDGs 等の全国的な政策動向も見据え、各種の予算確保に努め、取組の推進を図ります。 

図 7-1 推進・評価の体制 

図 7-2 推進・評価の進め方（イメージ） 

池田市バリアフリー推進協議会
〔学識者、公共交通事業者、道路管理者、高齢者団体、
福祉団体、商工団体、子育て支援団体、市民等〕
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